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 巡回連絡とは、交番や駐在所の警察官が、

皆さまのご家庭やお勤め先などを訪問し、 

・犯罪や事故の発生状況や、犯罪や事故

の被害者とならないためのアドバイス  

・犯罪や事故が発生した場合にどうした

らよいか  

などについて、ご連絡すると共に、皆さまか

ら、警察活動に対するご要望やご意見をお伺

いするものです。 

 

 

 巡回連絡カードとは、交番や駐在所の警察

官が、皆さまのご家庭やお勤め先等を訪問し

た際に、ご記入をお願いしているものです。  

 この巡回連絡カードは、 

・火災や震災により被害に遭われた場合  

・ご自宅を留守にされて、盗難等の被害

に遭われた場合  

・外出先で、ご家族が交通事故に遭われ

た場合  

など、非常時のご連絡に役立てるものです。 

 

●車上ねらい  １件 ●住居侵入  １件 

●万引き    ７件 ●自転車盗  ５件 

●オートバイ盗 １件 ●器物損壊  １件     

●物損事故  ３８件 ●人身事故  ６件 

●遺失拾得 １０２件 

  
 ※数値は取扱件数であり、 
 認知件数とは異なります。 

 

 

 

      
巡回連絡にご理解とご協力を 

 基本的には、現場での「指導・警告」を行

います。 

 ただし交通事故の原因となったり、歩行者

や他の車両にとって危険・迷惑となったりす

るような、「悪質・危険な違反」であった時は、

取締りを行います。 

 指導取締りの基本的な考え方は、青切符導

入後も変わりません。 


